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（仮称）おいしい狭山茶大好き条例（案）に対して寄せられた意見等の概要と市の考え方 
 

入間市では、令和４年４月１５日（金）から令和４年５月１６日（月）までの期間で「（仮

称）おいしい狭山茶大好き条例（案）」に関して「パブリックコメント」を実施しました。そ

の結果、８人の方から２１件のご意見等が寄せられました。寄せられた意見等の概要と、そ

れに対する市の考え方は、次の通りです。 

№ 箇所 意見等の概要 市の考え方（対応） 

１ 条例名称 ラジオで知ったが「おいしい狭山

茶大好き条例」は面白いネーミン

グで良いと思った。市民としても

義務もあるようだが、とにかく面

白いネーミングで賛成だ。 仮称を取り、「おいしい狭山茶大

好き条例」を条例の名称とします。 
２ 条例名称 おいしいかどうかは主観により変

わります。“おいしい”かどうか

飲んだ人が決めることであって、

条例で定めることではありませ

ん。 ご意見の通り、おいしいの基準は

人それぞれの主観です。品評会で

評価される基準はありますが、個

性豊かなお茶屋さんが入間市の狭

山茶の特徴ですので、それぞれの

「おいしい」があると考えます。

「味の狭山茶」と言われるように、

茶業者はおいしい狭山茶の製造に

努めています。おいしい狭山茶で

あってほしいという願いを込めて

条例の名称とします。 
したがって、記述の変更は致しま

せん。 
３ 条例名称 おいしい狭山茶の「おいしい」基

準がわかりません。基準を作るこ

とが先ではないですか？ 品評会で評価される基準はありま

すが、個性豊かなお茶屋さんが入

間市の狭山茶の特徴ですので、そ

れぞれの「おいしい」があると考

えます。「味の狭山茶」と言われ

るように、茶業者はおいしい狭山

茶の製造に努めています。おいし

い狭山茶であってほしいという願

いを込めて条例の名称としまし

た。 
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したがって、記述の変更はいたし

ません。 
４ 条例の制定

について 話題作りのために条例を作るもの

ではありません。ましてや、市民

不在のまま、市長の実績づくりの

為に条例を制定するなど、他市か

らの笑いものになります。 条例案の作成段階で市民団体や茶

業者団体のご意見を聞きながら進

めてきました。上位の法律「お茶

の振興に関する法律」もあります

ので、茶産地の市が茶の振興に関

する条例を制定する意味はあると

考えました。 
５ 条例の制定

について 茶文化を後世に残すために必要な

のは条例などによる縛りではな

く、文化への理解と惜しみない支

援です。目的と手段が逆です。 茶文化を後世に残すために必要な

のは文化への理解と惜しみない支

援が必要であることは仰る通りで

す。この条例は茶文化を後世に残

すための一つの手段として制定す

るものでありますが、この条例だ

けで済ませるものではなく、縛り

でもなく、文化への理解と支援を

前進させるものとしたいと考えま

した。 
６ 条例の制定

について とてもユニークな条例ができるこ

とを嬉しく思います。広く話題に

なって狭山茶のＰＲにつながって

ほしいです。 ご意見を踏まえて狭山茶のＰＲに

つなげていけるよう努めます。 
７ 狭山茶及び

茶業者の定

義 狭山茶を入間市以外のお茶も含む

とするのであれば、茶業者を入間

市に限定してはいけません。条例

名称に偽りありと言わざるを得ま

せん。入間市の茶業者に限定する

のであれば、狭山茶の名称を使う

べきではないです。 狭山茶は入間市以外のお茶も含む

言葉ですが、本条例は市の条例で

すので、効力は入間市内に限られ

ます。 
したがって、記述の変更はいたし

ません。 
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８ ５ページ 
第４条（市

民の役割） 狭山茶の産地である入間市がお茶

に関する条例を作ることには賛

成。だが、“条例”のなかで“市

民は一日一杯の狭山茶を飲む”と

の文言は、強要するものではない

とされているが公的な立場からの

条例である以上、違和感を拭いき

れない。“狭山茶の産地、入間市

民として狭山茶に意識を向ける”

くらいでいいのではないか。一考

いただきたい。  検討させていただきましたが、
“一日一杯の狭山茶を飲むなど”

とあり、飲むのはひとつの例示と

して記載しています。身近に茶畑

やお茶屋さんがある入間市民とし

ては、飲む以外にも“茶畑を大切

にして風景を楽しむ”“狭山茶の

歴史を知る”などいろいろな狭山

茶への関わりが考えられ、ご意見

の通り“狭山茶に意識を向ける”

ことで充分です。分かりやすさを

重視して、一つの例として飲むこ

とを記載いたしました。 
したがって、記述の変更はいたし

ません。 
ただし、ご意見を踏まえて誤解を

与えることのないよう、注意して

広報や事業をしていきます。 
９ ５ページ 

第４条（市

民の役割） 一日一杯の狭山茶を飲むことを心

がけます。は、何となく押しつけ

られる感じ。嗜好品についてとや

かく言われたくないと反発が出そ

う。狭山茶を飲まないのは理由が

あるから。 
市と茶業者から言われるのは変で

はないか。飲んでいただけるよう

に努力をする条例で良いと思う。

消費者に条例とは言え義務（役割）

があるのはおかしい。美味なら飲

みます。おいしいお茶を提供する

条例にしてください。 検討させていただきましたが、“一

日一杯の狭山茶を飲むなど”とあ

り、飲むのはひとつの例示として

記載しています。 
市と茶業者は飲んでいただけるよ

うに努力いたします。決して市民

に飲むことを押しつけるものでは

ありません。お茶は嗜好品ですの

で、狭山茶の主産地である入間市

民として自由に狭山茶と関わって

いただければ幸いです。 
したがって、記述の変更はいたし

ません。 
ただし、ご意見を踏まえて誤解を

与えることのないよう、注意して

広報や事業をしていきます。 
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１０ ５ページ 
第４条（市

民の役割） 

「狭山茶を飲んでいない人は、一

日一杯の狭山茶を飲んでいただき

たいです。」と言っても、自宅に

急須がない場合も多くなってい

る。若い人だと、夏に熱いお茶と

いうのはなかなか飲まない。 
麦茶のように水出しで夏でもサッ

パリ、手軽になどと、具体的な飲

み方の提案がほしい。  これまで、市報特集「冷茶のつく

り方」、急須がなくても淹れられ

るティーバッグやパウダー茶の配

布などを行ない、いろいろな狭山

茶の楽しみ方があることをお知ら

せしてきました。今後も茶業者と

協力して、急須を持っていない方

向けや、暑い夏にもおいしく狭山

茶を飲める方法を広報していきま

す。 
１１ ５ページ 

第４条（市

民の役割） 心がけとは日常的に配慮すべき、

ということです。「市民に１日１

杯お茶を飲むよう心がけなさい」

と定めるのであれば、その為のお

金や時間を市が用意すべきではな

いでしょうか。市民への“配慮”

をお願いする条文を良しとするの

であれば、今後どのような“配慮”

を要求してくるのかわかりませ

ん。  検討させていただきましたが、
“一日一杯の狭山茶を飲むなど”

とあり、飲むのはひとつの例示と

して記載しています。決して飲む

ことを強要するものではありませ

ん。 
したがって、記述の変更はいたし

ません。 
ただし、ご意見を踏まえて誤解を

与えることのないよう、注意して

広報や事業をしていきます。 
１２ ５ページ 

第５条（市

の役割） 条例に定めなくても現状行ってい

る内容です。条例に定める理由に

ついて市民に説明が必要です。 現状行っている内容ですが、改め

て条例に定めることで、市が行う

根拠を持ち、さらに良くしていく

ねらいがあります。 
１３ ５ページ 

第６条（み

んなの役

割） “みんな”とは誰を指しているの

でしょうか。市民でしょうか、市

でしょうか、それとも不特定多数

でしょうか。学級スローガンのよ

うな内容を条例に盛り込むのは、

条例全体の信頼性を落としている

のではないでしょうか。 みんなとは、市民、茶業者、市に

加えて、市内在住者だけでなく、

在勤・在学者、事業者、入間市へ

遊びに来る方、入間市の狭山茶を

応援したいと活動してくださる方

や事業者など、幅広く入間市の狭

山茶に関わる方を含む言葉として

記載しています。 
したがって、記述の変更はいたし

ません。 
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１４ ５ページ 
第７条（狭

山茶の日） 入間市には入間茶祭り、新茶祭り

などの歴史あるイベントがありま

す。これらの開催時期を無視して

いるのは、歴史の軽視ではないで

しょうか。また、狭山茶は入間市

だけのものではありません。勝手

に記念日を制定するのはあまりに

も無責任ではないでしょうか。 
ほかのお茶の記念日と被らないよ

うにするために、中途半端かつイ

ベントもしづらい日に設定するの

は、大変後ろ向きです。 現在の狭山茶が産業として成り立

っている歴史には、江戸時代に江

戸の茶問屋（山本山）と商売を始

めた歴史が大きいので、この狭山

茶ならではの歴史を重視し、狭山

茶の日を６月としました。 
入間茶祭りは５月に、新茶まつり

は八十八夜に行われ、歴史がある

イベントですが、八十八夜は狭山

茶にとってはまだ新茶ができてい

ない時期ですので、狭山茶の新茶

が出揃った時期に狭山茶の日を制

定したい考えがあります。 
したがって、記述の変更はいたし

ません。 
１５ 全体 近年、日常的に急須でお茶を淹れ

て飲む人は少なくなってきている

のは、当たり前です。入間市は直

ぐにでも、市内にあるスーパーマ

ーケットやコンビニエンスストア

等から、お茶のペットボトルをす

べて撤去する働きかけをする必要

があります。入間市にやる気があ

れば、できますよね？ 日常的に急須でお茶を淹れて飲む

人が少なくなっているのは、ペッ

トボトルのせいだけではなく、家

庭環境や他の飲み物の充実など複

合的な要因があると考えます。

市・茶業者は急須で淹れる狭山茶

の良さを伝えていく一方で、消費

者に求められる狭山茶にも取り組

んでいます。 
１６ 全体 「お茶大使」１０人を任命し、条

例を制定するからには、狭山茶の

消費促進及び販路拡大に対して結

果責任が問われます。５年後に狭

山茶の売上がこうなるという目標

の設定も条例に載せるべきです。 「お茶大使」は市で任命しているわけではなく、茶業者団体の事業

です。 
本条例は狭山茶の振興を図る理念

条例です。 
本条例で目標の設定は行いませ

ん。 
１７ 全体 入間市はお茶だけではない。菜、

根菜、いろいろ生産している。農

業全体にスポットをお願いする。 市では、様々な農畜産物にスポットを当てるよう市報での地産地消

の特集や、直売所や農家の方へ入

間市産農畜産物ＰＲののぼり旗や
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ボードの配布、「ふれあい朝市」

「出張！入間のうまい市」などの

事業を行なっています。今後もご

意見を参考に入間市の農業全体を

振興し、ＰＲしていきます。 
１８ 条例制定に反対 市長はウクライナの軍事侵攻を非

難しておきながら、「おいしい狭

山茶大好き条例」を制定しようと

する神経がまったく理解できな

い。避難民を受け入れ、国際貢献

するべき。現時点での条例制定は

大反対。入間市はすべてが遅い。

狭山茶もおいしく飲めない。 市の役割は多岐に渡りますので、

狭山茶振興についても進めるべき

と考えます。 
１９ 事業提案 コロナ禍では難しいかもしれない

が、給食などで冷・温茶が出され

ると成長してからも抵抗なくお茶

を飲むようになると思う。（特に

小学生への働きかけ） 給食では牛乳が出されるため、通

常の時は難しいですが、特別な給

食の時に狭山茶を出していたこと

があります。また、給食の料理の

中に狭山茶を取り入れています。

授業では、おいしいお茶の淹れ方

を学習しています。小学生への働

きかけについては、今後も考えて

いきます。 
２０ 条例の文体、言い回

し 狭山茶について学ぶ子どもたちに

も知ってもらいたいと思います。

入間市内の小学校で狭山茶を学ぶ

のは小学３年生です。しかし、こ

の条例は漢字が多くて大人が読ん

でも難解な印象です。タイトルの

あったかいイメージとは少しかけ

離れています。 
条例は、硬い文章でないといけな

い決まりがあるのでしょうか？良

い条例なのにお役所的な言い回し

で、親しみにかけるように感じま

す。 ご意見を踏まえて本条例では読み

やすくなるように小学５年生以上

で習う漢字にはふりがなをふりま

した。 
小学３年生向けには、わかりやす

い解説を作成するなど努めます。 
やわらかい文言となるよう検討い

たしましたが、正確に伝えるため

に文章の記載の変更はいたしませ

ん。  
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難解な部分 
茶業及び茶文化の振興を図り 
茶業者は、茶業及び茶文化の振興

の取り組みを主体的に進めます。 
製茶技術の継承を支援します。 
茶文化振興及び狭山茶の消費促進

や販路拡大を図ります。  
条例を作っても、多くの人に伝わ

らなければ意味のないものになっ

てしまいます。狭山茶を大切にし

よう！みんなで盛り上げよう！と

いう気持ちになれる条例になって

ほしいと思います。 
案文公開後に大幅に変えることは

難しいと思います。しかし、せっ

かく素敵な条例なのですから、前

例や慣習にとらわれず、思いきっ

て柔らかく親しみやすい文章にし

たら、多くの人に届くと思います。 
２１ 条例とセットで宣言を 条例とセットで、入間市民憲章の

ような「狭山茶だいすき都市宣言」

などがあるとよいのかもしれませ

ん。条例ではないですが、光市の

「おっぱい都市宣言」は、サイト

も優しいイメージです。よろしく

ご検討ください。 今後の事業の参考とさせていただ

きます。 
 

 

  


